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歩きながらスマートフォンを操作すると視野が狭く

なり、周囲の状況に即座に対応することができず、犯

罪や交通事故の被害に遭う危険性が高まります。

スマホ当たり屋の犯人は、よそ見をしていることに

対する過失を主張してきますので、犯人のターゲット

！にならないためにも「歩きスマホ」はやめましょう

～柏市内でも同一の事案が発生！！～

５月某日、ＪＲ・東武線柏駅周辺の路上において、歩きスマホをしてい

た男性に対してわざとぶつかり、既に壊れていたスマートフォンを落下さ

せ、修理代金を請求する事案が発生しました。

柏警察署では男２名を逮捕し、さらに本件に関与した指示役の男の行方

を追っています。

…スマホ当たり屋とは

既に画面の壊れているスマートフォンを持ち歩き、わざと人にぶつかって手

に持っていたスマートフォンを落とし「スマホの画面が割れてしまった 「直す」

のに○○万円かかるから、いくらか修理費を払え」等と嘘を言い、ぶつかった

相手方からスマートフォンの修理代金を騙し取る、詐欺の新たな手口です。

故意に交通事故を起こして損害賠償を請求する「当たり屋」と同じ手法であ

ることから、スマホ当たり屋と呼ばれています。


